
(電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項)

上記事項につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、書面交付請求をいただい
た株主様に対して交付する書面には記載しておりません。

なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様に電子提供
措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送りいたします。

第62期定時株主総会資料

●　事業報告
「会計監査人の状況」
「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」

●　連結計算書類
「連結株主資本等変動計算書」
「連結注記表」

●　計算書類
「株主資本等変動計算書」
「個別注記表」

第62期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

第一交通産業株式会社



支 払 額

イ. 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等 60百万円

ロ. 当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額 74

会計監査人の状況

① 当社の会計監査人の名称 有限責任監査法人トーマツ

② 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法上の会計監査人の監査に対する報酬等の
額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額等を明確に区分しておらず、かつ、実質的に
も区分できませんので、上記イ．の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根
拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額につ
いて同意の判断をいたしました。

3. 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

③ 当社に対する会計監査人の対価を伴う非監査業務の内容
　当社は、会計監査人に対して、リースに関する会計基準への対応に対する助言指導業務を委託し、対
価を支払っております。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主
総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役
全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後
最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確
保するための体制は、次のとおり定めております。

① 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　社是・企業行動憲章をはじめとするコンプライアンス体制に係る規程を役職員が法令、定款及び社会
規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。法令遵守と社会倫理を企業活動の原点とすることを
徹底するため、管理統括部門はコンプライアンスの取り組みや役職員教育を推進し、内部監査部門はコ
ンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は定期的に取締役会及び監査役会に報告されるものと
する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項は、文書の作成・保存及び破棄に関する
規程として別途に定めた文書管理規程に従う。また、取締役は、監査役による監査又は取締役の監督行
為の一環として監査役が求めたときは、いつでも当該文書を閲覧に供しなければならない。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　会社の事業に関するコンプライアンス及び各種リスクに対しては、各事業部門において、規則・ガイ
ドラインの制定・研修、内部監査の実施、マニュアルの制定・配布等を行うものとする。内部統制運営
委員会の下で内部統制と一体化した組織横断的リスク管理を推進し、内部監査部門が監査を行うことと
する。新たに生じたリスクへの対応が必要な場合は、速やかに対応責任者を定める。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　取締役会は役職員が共有する全社的な目標を決め、業務担当取締役はその目標達成のために各部門の
具体的目標及び権限委譲・意思決定ルールに基づく効率的な達成の方法を定める。また取締役会はこれ
らにつき定期的に進捗状況を検討するとともに、ＩＴを活用して改善を促すための全社的な業務の効率
化を実現するシステムを構築する。

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　当社及びグループ各社における内部統制の構築を目指し、当社にグループ各社全体の内部統制に関す
る担当部署を設けるとともに、当社及びグループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指
示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築する。当社及びグループ各社の取締
役・管理者は、各部門の業務施行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有する。当社
の内部監査部門は、当社及びグループ各社の内部監査を実施し、その結果を当該部署及び部門責任者に
報告する。当該部署は内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を受けるとともに、必要な対策を講
じる。
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⑥ 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項及び
その従業員の取締役からの独立性に関する事項

　監査役を補佐すべき従業員として、監査役室を置き、会社の業務を十分検証できる専門性を有する人
員を配置する。監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された従業員への指揮権は監査役に委譲さ
れたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとする。

⑦ 取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
　役職員は、会社に重大な損失を与える事項が発生し又は発生する恐れがあるとき、他の役職員による
違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、
監査役会に報告する。事業部門を統括する取締役は、監査役会と協議の上、定期的又は必要に応じて、
担当する部門のリスク管理について報告するものとする。

⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　役職員が監査役監査に対する理解を深め、監査環境を整備するよう努める。代表取締役との定期的な
意見交換会を開催し、また内部監査部門との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行
を図る。

⑨ 反社会的勢力排除に向けた体制
　取締役及び使用人は、反社会的勢力とは一切関係を持たない旨を「行動憲章」及び「コンプライアン
ス基準（行動指針）」に掲げ、反社会的勢力対応マニュアルを整備する。また、反社会的勢力排除に関
する社内研修の実施、外部の専門機関との連携による情報の収集等を行う。

⑩ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況は、次のとおりであります。
　取締役会を12回開催し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、経営
計画及び各事業の進捗状況、業務執行状況の確認を行っております。
　常勤取締役のうち役付取締役を中心に構成し、監査役も参加する常務会を16回開催し、経営全般に
関する重要事項や取締役会へ付議すべき事項等を協議しております。
　当社の常勤取締役は、グループ各社の社長及び役職員から業績及び重要な業務執行の報告を受け確認
するとともに、適宜指導及び業務改善を図っております。
　監査役会を12回開催し、監査方針の決定や取締役の職務執行、法令・定款等の遵守状況の監査を行
っております。
　常勤の監査役は、当社及びグループ各社の重要会議への出席、重要書類の閲覧等、必要な報告を受け
ております。また、代表取締役社長、会計監査人、業務監査室との会合を適宜行い、情報交換及び意思
疎通を図っております。
　財務報告の信頼性については、業務監査室が実施計画に基づき内部統制評価を実施しております。
　内部監査の実施については、年間計画に基づき業務監査室において、グループ各社の業務の適正性に
ついて監査を実施しております。
　コンプライアンス及びリスク管理に関する規則、マニュアルを整備し、職員研修等で啓発活動を行う
ことで、損失の発生及び損害の抑制に取り組んでおります。

－ 3 －



（2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計
当 期 首 残 高 2,027 3,025 45,133 △2,562 47,624
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △861 △861
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 2,065 2,065

合 併 に よ る 増 加 △1 △1
自 己 株 式 の 取 得 及 び 処 分 223 453 677
土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 △251 △251
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － 223 950 453 1,627
当 期 末 残 高 2,027 3,249 46,083 △2,108 49,251

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非 支 配
株 主 持 分 純資産合計その他有価

証券評価差
額 金

土地再評価
差 額 金

為替換算調
整 勘 定

退職給付に
係る調整累
計 額

その他の包
括利益累計
額合計

当 期 首 残 高 1,066 △5,174 △81 96 △4,093 24 43,555
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △861
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 2,065

合 併 に よ る 増 加 △1
自 己 株 式 の 取 得 及 び 処 分 677
土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 △251
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 957 251 △10 △85 1,113 1 1,114

当 期 変 動 額 合 計 957 251 △10 △85 1,113 1 2,742
当 期 末 残 高 2,024 △4,922 △91 10 △2,979 25 46,297

連結株主資本等変動計算書

（注）記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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（2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで）
連結注記表

【連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項】
１. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
連結子会社の数　　　　　151社
主要な連結子会社の名称
　㈱第一ゼネラルサービス、第一ホーム㈱、㈱琉球バス交通、那覇バス㈱、第一交通サービス㈱、
北九州第一交通㈱、大阪第一交通㈱(堺)、鯱第一交通㈱、第一交通㈱(足立)、札幌第一交通㈱
　なお、沖縄第一交通㈱及び王子第一交通㈱は、当連結会計年度において当社の連結子会社に吸収
合併されたことにより、連結の範囲から除外しております。

(2) 主要な非連結子会社の名称等
主要な非連結子会社の名称

㈱アクシス・ワン
連結の範囲から除いた理由
　非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う
額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていな
いためであります。

２. 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数及び主要な会社の名称

持分法を適用した非連結子会社の数　　1社
主要な会社の名称

ANAWA DEVI DAIICHI JOINT VENTURE CO.,LTD.
(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等

主要な会社の名称
㈱アクシス・ワン

持分法を適用していない理由
　持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益
剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽
微であり、かつ、全体としても重要性がないためであります。

３. 連結子会社の事業年度等に関する事項
　すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
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４. 会計方針に関する事項
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）

② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等

移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

① 販売用不動産及び仕掛販売用不動産
個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

② その他の棚卸資産
主として最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）、2016年４月１日
以降に取得した建物附属設備及び構築物、2007年４月１日以降に取得した営業用車両、船
舶については定額法
なお、主な耐用年数は建物及び構築物３～50年であります。

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいて
おります。

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数

とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(4) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金

主として従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に負担すべき
額を計上しております。
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(5) 退職給付に係る会計処理の方法
　退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上
しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方
法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法
　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理す
ることとしております。
　未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利
益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

(6) 重要な収益及び費用の計上基準
　当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容
及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりでありま
す。
　なお、顧客への商品の提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、
顧客から受け取る額から商品の仕入れ先に支払う額を控除した純額を収益として認識しておりま
す。

タクシー事業
　タクシー事業においては、顧客の求めに応じて、旅客を輸送し、その対価として運賃及び料金
を収受するもので、道路運送法による一般乗用旅客自動車運送事業の免許を得てタクシーの営業
を行っております。また、介護車両、寝台車両、ジャンボ、大型、ハイヤー等の車両も取り揃え
ており、随時不特定多数の顧客の求めに応じて輸送しております。
　従ってタクシー事業においては、乗客に通知された目的地に合理的な道筋で安全に顧客を運送
するという履行義務を負っているため、乗客が目的地で降車した時点で収益を認識しておりま
す。

バス事業
　バス事業においては、道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運
送事業の免許を得て路線バス・観光バスの営業を行っております。
　路線バス事業においては、時刻表に基づき停留所間を決まった料金で安全に運送するという履
行義務を負っています。観光バス事業においては、予め決定した観光コース及び最終到着地（解
散場所・宿泊ホテル等）へ運送するという履行義務を負っています。
　従ってバス事業においては、乗客が目的地で降車した時点で収益を認識しております。

不動産分譲事業
　不動産分譲事業においては、マンションの企画・販売及び一戸建ての販売を行っております
（工事は外部委託）。
　マンション・戸建事業において、予め顧客と合意した仕様に従うマンション・戸建を引渡し、
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所有権移転を完結するという単一の履行義務を負っております。
　従って不動産分譲事業においては、マンション及び一戸建ての引渡しを行った時点で収益を認
識しております。
　なお、引渡し後も建物に対する保証（瑕疵担保責任等）は継続しますが、これは、建物が合意
された期間にわたり品質を保証するものであるため、同一の履行義務と認識しております。

不動産再生事業
　不動産再生事業においては、主に不動産担保融資に特化した金融事業から入手する物件情報
に、付加価値を高め魅力ある商品として販売しております。一般的な不動産の売買以外に、稼働
率が低下した不動産を、付加価値を高め魅力あるものに再生して販売しております。
　不動産再生事業において販売する不動産は、予め顧客と合意した仕様に従う物件を引渡し、所
有権移転を完結するという単一の履行義務を負っております。
　従って不動産再生事業においては、不動産の引渡しを行った時点で収益を認識しております。
　なお、引渡し後も建物に対する保証（瑕疵担保責任等）は継続しますが、これは、建物が合意
された期間にわたり品質を保証するものであるため、同一の履行義務と認識しております。

(7) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
　在外子会社等の資産及び負債、収益及び費用は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めております。

(8) 控除対象外消費税等の会計処理
　控除対象外消費税額等は当連結会計年度の租税公課として処理しております。

(9) グループ通算制度の適用
　グループ通算制度を適用しております。

５. のれんの償却に関する事項
　のれんの償却方法については、３～５年の定額法により償却を行っております。ただし、金額的重
要性が乏しいものについては、当該勘定が生じた連結会計年度の費用として処理しております。
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当連結会計年度
販売用不動産 39,404百万円
仕掛販売用不動産 22,255百万円

【会計上の見積りに関する注記】
１. 不動産分譲事業及び不動産再生事業における販売用不動産の評価
(1)当連結会計年度の連結貸借対照表に計上した金額

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算定方法
　不動産分譲事業における販売用不動産の評価にあたっては、該当物件の定価や近隣の類似物件に係
る取引事例から比準した査定価格に、直近の同一物件の値下げ率等を加味して見積りを行っておりま
す。
　不動産再生事業における販売用不動産の評価にあたっては、当該物件に係る販売計画を基礎として
見積りを行っております。
② 主要な仮定
　不動産分譲事業における販売用不動産の評価にあたっては、該当物件の定価や近隣の類似物件に係
る取引事例から比準した査定価格に、直近の同一物件の値下げ率等を加味したうえで販売できるとの
仮定を置いております。
　不動産再生事業における販売用不動産の評価にあたっては、当事者同士での交渉の結果として、販
売計画が達成可能であるとの仮定を置いております。
③ 翌年度の連結計算書類に与える影響
　不動産の需要状況及び経済への影響等に用いた仮定が変化した場合には、販売価額が変動し、損益
に影響を及ぼす可能性があります。
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当連結会計年度
 有形固定資産 39,083百万円
 無形固定資産      526百万円

２. 不動産賃貸事業における賃貸用不動産の評価
(1)当連結会計年度の連結貸借対照表における固定資産の金額

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算定方法
　減損の兆候を識別した場合は、物件の今後の使用方針によって、将来キャッシュ・フローまたは路
線価等を基礎として見積りを行っております。
② 主要な仮定
　見積りにあたって将来キャッシュ・フローを利用する場合は、物件の今後の収支計画が実現可能で
あるとの仮定を置いております。見積りにあたって路線価等を基礎とする場合は、当該価格で売却可
能であると仮定しております。
③ 翌年度の連結計算書類に与える影響
　不動産の需要状況及び経済への影響等に用いた仮定が変化した場合には、将来キャッシュ・フロー
等が変動し、損益に影響を及ぼす可能性があります。
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営業未収入金 3,030百万円

現金及び預金 130百万円
販売用不動産 16,402
仕掛販売用不動産 13,719
建物及び構築物 15,444
土地 44,300
固定資産「その他」（差入保証金） 17

計 90,013

短期借入金 6,609百万円
長期借入金（１年内返済予定分を含む） 77,792
流動負債「その他」（契約負債） 54
固定負債「その他」（長期預り金） 28

計 84,484

３. 有形固定資産の減価償却累計額 55,732百万円

４. 国庫補助金等による圧縮記帳額 107百万円

５. 有形固定資産の圧縮記帳累計額 4,121百万円

当社分譲物件購入者（63名） 25百万円

【連結貸借対照表に関する注記】
１. 受取手形、営業未収入金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、以下のとおり

であります。

２. 担保に供している資産及び担保に係る債務
    担保に供している資産

    担保に係る債務

６. 保証債務
当社分譲物件購入者の金融機関からの借入金に対して次のとおり債務保証を行っております。

－ 11 －



（再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額）
△4,742百万円

７. 土地再評価
　「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布　法律第34号）及び2001年３月31日の
同法律の改正に基づき、事業用土地の再評価を行い、再評価に係る税金相当額を「再評価に係る繰延
税金負債」として負債の部に計上し、再評価差額から税金相当額を控除した金額を「土地再評価差額
金」として純資産の部に計上しております。
（再評価を行った年月日）　2002年３月31日
（再評価の方法）

　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布　政令第119号）第２条第４号に定
める路線価に合理的な調整を行い算出しております。

【連結損益計算書に関する注記】
１. 顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりませ
ん。顧客との契約から生じる収益の金額は、【収益認識に関する注記】「１.顧客との契約から生じる
収益を分解した情報」に記載しております。
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用途 場所 種類 減損損失(百万円)
タクシー事業 福岡県 リース資産他 383
タクシー事業 三重県 建物、構築物及び土地 9
タクシー事業 愛知県 建物 17
タクシー事業 静岡県 建物、構築物、機械装置及び土地 255
タクシー事業 新潟県 建物、構築物、機械装置及び土地 25
タクシー事業 茨城県 土地 1
タクシー事業 群馬県 建物及び構築物 10
不動産賃貸事業 福岡県 建物及び土地 91
不動産賃貸事業 宮崎県 建物及び土地 6
不動産賃貸事業 鹿児島県 建物 7
その他事業 鹿児島県 建物、構築物、機械装置及び土地他 281
その他事業 沖縄県 建物、車両運搬具及び工具器具備品 1

２. 減損損失
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしまし

た。

当社グループは、主に管理会計上の区分に従い、継続的な収支の把握を行っている単位を一つの資
産グループとしております。なお、遊休資産については各資産単位を一つの資産グループとしており
ます。

その結果、タクシー事業用資産、不動産賃貸事業用資産及びその他事業用資産について、帳簿価額
を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(1,092百万円)として特別損失に計上いたしまし
た。その内訳は建物387百万円、構築物10百万円、土地301百万円、リース資産371百万円、その
他21百万円であります。

なお、当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しております。
回収可能価額を正味売却価額により測定する場合の時価は、土地については路線価等、建物につい

ては備忘価額等としております。なお、重要な資産については、不動産鑑定評価等を基礎として算定
しております。
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株 式 の 種 類 当連結会計年度期首株式数当連結会計年度増加株式数当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末株式数

普 通 株 式 39,227千株 －千株 －千株 39,227千株

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首株式数当連結会計年度増加株式数当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末株式数

普 通 株 式 5,119千株 4千株 907千株 4,215千株

決 議 株 式 の 種 類 配当金の総額
( 百 万 円 )

１ 株 当 た り
配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日

2 0 2 5 年 ５ 月 2 3 日
取 締 役 会 普 通 株 式 511 15 2 0 2 5 年

３ 月 3 1 日
2 0 2 5 年
６ 月 2 7 日

2 0 2 5 年 1 1 月 6 日
取 締 役 会 普 通 株 式 350 10 2 0 2 5 年

９ 月 3 0 日
2 0 2 5 年
1 2 月 5 日

計  ── 861 25  ──  ──

決 議 株 式 の 種 類 配当金の総額
( 百 万 円 )

配 当 の
原 資

１ 株 当 た り
配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効力発生日

2026年５月22日
取 締 役 会 普 通 株 式 525 利 益

剰 余 金 15 2 0 2 6 年
３月31日

2 0 2 6 年
６ 月 2 6 日

【連結株主資本等変動計算書に関する注記】
１. 発行済株式の種類及び総数

２. 自己株式の種類及び数

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加4千株は、譲渡制限付株式報酬制度に係る取得による増加
であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の減少907千株は、第三者割当による処分790千株、譲渡制限付
株式報酬制度に係る処分による減少117千株であります。

３. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額等

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
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連結貸借対照表
計上額 時　価 差 額

(1)営業貸付金 18,478百万円

 貸倒引当金(＊2) △239

18,238 18,733百万円 494百万円

(2)投資有価証券(＊3)(＊4)

満期保有目的の債券 100 88 △11

その他有価証券 4,682 4,682 －

資産計 23,021 23,503 482

(3)長期借入金 82,227 78,342 △3,884

負債計 82,227 78,342 △3,884

(4)デリバティブ取引(＊5) － － －

【金融商品に関する注記】
１. 金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により
資金を調達しております。
　受取手形、営業未収入金及び契約資産に係る顧客の信用リスクは、リスク管理基準に沿ってリスク
の低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ご
とに時価の把握を行っております。
　借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であり、一部の長期借入金の
金利変動リスクに対して金利スワップ取引を利用して支払利息を固定化しております。なお、デリバ
ティブ取引は社内管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。

２. 金融商品の時価等に関する事項
　2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
であります。

(＊1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳
簿価額に近似するものであること、「受取手形、営業未収入金及び契約資産」、「支払手形及
び営業未払金」及び「短期借入金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近
似するものであることから、記載を省略しております。

(＊2)営業貸付金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(＊3)市場価格のない株式等は、(2)投資有価証券に含まれておりません。非上場株式の連結貸借対照

表計上額は650百万円であります。
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区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
　その他有価証券

株式 4,337 298 － 4,635
　　投資信託 － 46 － 46

資産計 4,337 344 － 4,682

(＊4)投資事業組合への出資については、組合契約に規定される決算報告に応じて、入手可能な直近
の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によって算定しており、「時価の算定
に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日）第24-16項
に定める取扱いに基づき、（２）投資有価証券に含まれておりません。なお、連結貸借対照表
計上額は260百万円であります。

(＊5)デリバティブ取引は金利スワップの特例処理によるものであり、ヘッジ対象とされている長期
借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載し
ております。

３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しています。

レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成され
る当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した
時価

レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時
価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
います。

（１）時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
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区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
営業貸付金 － 18,733 － 18,733
投資有価証券
　満期保有目的の債券
　　国債・地方債等 － 88 － 88

資産計 － 18,821 － 18,821
長期借入金 － 78,342 － 78,342

負債計 － 78,342 － 78,342

（２）時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
　上場株式は相場価格を用いて評価しております。また、投資信託の時価については、公表されてい
る基準価格によっております。上場株式のうち活発な市場で取引されているものはレベル1の時価に
分類し、それ以外の市場で取引されているものは市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場
価格とは認められないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。一方で、満期保有目的
の債券は元利金を、満期までの期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定
しており、レベル２の時価に分類しております。

営業貸付金
　宅地・戸建・マンション分譲等のプロジェクトを行う際の貸付（不動産担保ローン）であります。
　期末日現在の残高について回収可能性を加味した元利金の見積将来キャッシュ・フローを市場金利
で割り引いた現在価値を時価としており、レベル2の時価に分類しております。
　ただし、貸倒懸念債権については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値、又は、担保及び保証
による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は期末日における貸借対照表価
額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としており、レベル
2の時価に分類しております。

長期借入金
　長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で
割り引いて算定する方法によっております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の
対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行っ
た場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっております。これらに
ついては、レベル２の時価に分類しております。
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連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 当 連 結 会 計 年 度 末 の 時 価

42,734百万円 47,871百万円

【賃貸等不動産に関する注記】
１. 賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社及び一部の連結子会社では、北九州市小倉北区その他の地域において、賃貸用のテナントビル
及び賃貸住宅等を有しております。

２. 賃貸等不動産の時価に関する事項

（注１）連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であ
ります。

（注２）当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額
（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。また、当連結会計年度に取得したもの
については、時価の変動が軽微であると考えられるため、連結貸借対照表計上額をもって時価とし
ております。
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(単位：百万円)

報告セグメント

タクシー バス 不動産
分　譲

不動産
賃　貸

不動産
再　生

不動産
金　融 計 その他 合計

タクシー運送収入 55,143 － ー ー ー ー 55,143 ー 55,143

路線バス収入 ー 4,503 ー ー ー ー 4,503 ー 4,503

観光バス収入 ー 2,411 ー ー ー ー 2,411 ー 2,411

マンション ー ー 24,630 ー ー ー 24,630 ー 24,630

戸建住宅 ー ー 2,327 ー ー ー 2,327 ー 2,327

売却物件 ー ー ー ー 9,383 ー 9,383 ー 9,383

その他 764 502 664 ー ー ー 1,931 5,128 7,059

顧客との契約か
ら生じる収益

55,908 7,416 27,622 ー 9,383 ー 100,331 5,128 105,460

その他の収益 ー ー ー 5,013 489 1,518 7,022 ー 7,022

外部顧客への売
上高

55,908 7,416 27,622 5,013 9,873 1,518 107,353 5,128 112,482

【収益認識に関する注記】
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　当連結会計年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、子会社業務管理、自動車
の点検・整備、ＬＰＧの販売及びパーキング事業等を含んでおります。
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２.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　顧客との契約について、以下の５ステップアプローチに基づき、約束した財又はサービスの支
配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価の額で収益を
認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する
ステップ２：契約における履行義務を識別する
ステップ３：取引価格を算定する
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する

タクシー事業
　タクシー事業においては、顧客の求めに応じて、旅客を輸送し、その対価として運賃及び料金
を収受するもので、道路運送法による一般乗用旅客自動車運送事業の免許を得てタクシーの営業
を行っております。また、介護車両、寝台車両、ジャンボ、大型、ハイヤー等の車両も取り揃え
ており、随時不特定多数の顧客の求めに応じて輸送しております。
　従ってタクシー事業においては、乗客に通知された目的地に合理的な道筋で安全に顧客を運送
するという履行義務を負っているため、乗客が目的地で降車した時点で収益を認識しておりま
す。

バス事業
　バス事業においては、道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運
送事業の免許を得て路線バス・観光バスの営業を行っております。
　路線バス事業においては、時刻表に基づき停留所間を決まった料金で安全に運送するという履
行義務を負っています。観光バス事業においては、予め決定した観光コース及び最終到着地（解
散場所・宿泊ホテル等）へ運送するという履行義務を負っています。
　従ってバス事業においては、乗客が目的地で降車した時点で収益を認識しております。
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不動産分譲事業
　不動産分譲事業においては、マンションの企画・販売及び一戸建ての販売を行っております
（工事は外部委託）。
　マンション・戸建事業において、予め顧客と合意した仕様に従うマンション・戸建を引渡し、
所有権移転を完結するという単一の履行義務を負っております。
　従って不動産分譲事業においては、履行義務の完了するマンション及び一戸建ての引渡しを行
った時点で収益を認識しております。
　なお、引渡し後も建物に対する保証（瑕疵担保責任等）は継続しますが、これは、建物が合意
された期間にわたり品質を保証するものであるため、同一の履行義務と認識しております。

不動産再生事業
　不動産再生事業においては、主に不動産担保融資に特化した金融事業から入手する物件情報
に、付加価値を高め魅力ある商品として販売しております。一般的な不動産の売買以外に、稼働
率が低下した不動産を、付加価値を高め魅力あるものに再生して販売しております。
　不動産再生事業において販売する不動産は、予め顧客と合意した仕様に従う物件を引渡し、所
有権移転を完結するという単一の履行義務を負っております。
　従って不動産再生事業においては、履行義務の完了する不動産の引渡しを行った時点で収益を
認識しております。
　なお、引渡し後も建物に対する保証（瑕疵担保責任等）は継続しますが、これは、建物が合意
された期間にわたり品質を保証するものであるため、同一の履行義務と認識しております。
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当連結会計年度
（百万円）

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 2,766

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 3,030

契約負債(期首残高） 　1,142

契約負債(期末残高） 　2,174

１. １株当たり純資産額 1,321円63銭
２. １株当たり当期純利益 59円71銭

３.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに
当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれ
る収益の金額及び時期に関する情報

(1) 契約負債の残高等

　契約負債は、主にマンション等の不動産売買契約に基づいて、顧客から受け取った手付
金等の前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
　当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額
は、961百万円であります。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格
　未充足（又は部分的に未充足）の履行義務は、2026年３月31日時点で2,174百万円で
あります。当該履行義務は、主に不動産販売事業におけるマンション及び戸建販売に関す
るものであり、期末日後１年以内に98.4％、残り1.6％がその後２年以内に収益として認
識されると見込んでおります。

【１株当たり情報に関する注記】

【重要な後発事象に関する注記】
　該当事項はありません。
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（2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合　　計資本準備金 その他資本

剰余金
資本剰余金
合　　　計 利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合　　　計別 途

積 立 金
繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 2,027 2,214 289 2,504 201 34,410 1,725 36,337 △2,562 38,306
当 期 変 動 額

別 途 積 立 金 の 積 立 500 △500 － －
剰 余 金 の 配 当 △861 △861 △861
当 期 純 利 益 1,436 1,436 1,436
自 己 株 式 の 取 得 及 び 処 分 223 223 453 677
土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 △251 △251 △251
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － 223 223 － 500 △177 322 453 1,000
当 期 末 残 高 2,027 2,214 513 2,727 201 34,910 1,548 36,660 △2,108 39,307

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
土 地 再 評 価
差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 980 △5,174 △4,194 34,112
当 期 変 動 額

別 途 積 立 金 の 積 立 －
剰 余 金 の 配 当 △861
当 期 純 利 益 1,436
自 己 株 式 の 取 得 及 び 処 分 677
土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 △251
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 889 251 1,141 1,141

当 期 変 動 額 合 計 889 251 1,141 2,142
当 期 末 残 高 1,870 △4,922 △3,052 36,254

株主資本等変動計算書

（注）記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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（2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで）
個別注記表

【重要な会計方針】
１. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）

(2) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法

(3) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等

移動平均法による原価法
２. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 販売用不動産及び仕掛販売用不動産
個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
定）

(2) 商品及び貯蔵品
最終仕入原価法

３. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月
１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法
なお、主な耐用年数は建物３～50年であります。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づい
ております。

(3) リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用
年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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４. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度に負担すべき額を計上し

ております。
(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理するこ
ととしております。

５. 退職給付に係る会計処理
　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結計算書類における
これらの会計処理の方法と異なっております。

６. 重要な収益及び費用の計上基準
　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履
行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
　なお、顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受
け取る額から商品の仕入れ先に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
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不動産分譲事業
　不動産分譲事業においては、マンションの企画・販売及び一戸建ての販売を行っております（工
事は外部委託）。
　マンション・戸建事業において、予め顧客と合意した仕様に従うマンション・戸建を引渡し、移
転登記等の必要書類の発行を行い、所有権移転を完結するという単一の履行義務を負っておりま
す。
　従って不動産分譲事業においては、マンション及び一戸建ての引渡しを行った時点で収益を認識
しております。
　なお、引渡し後も建物に対する保証（瑕疵担保責任等）は継続しますが、これは、建物が合意さ
れた期間にわたり品質を保証するものであるため、同一の履行義務と認識しております。

７. 控除対象外消費税等の会計処理
控除対象外消費税額等は当事業年度の租税公課として処理しております。

８. グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
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当事業年度
 販売用不動産 27,153百万円
 仕掛販売用不動産 21,108百万円

当事業年度
 建物 12,051百万円
 構築物 109百万円
 土地 26,154百万円

【会計上の見積りに関する注記】
１. 不動産分譲事業における販売用不動産の評価

(1)当事業年度の貸借対照表に計上した金額

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　(1)の金額の算出方法は、連結注記表【会計上の見積りに関する注記】における不動産分譲事業の内
容と同一であります。

２. 不動産賃貸事業における賃貸用不動産の評価
(1)当事業年度の貸借対照表における固定資産の金額

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　(1)の金額の算出方法は、連結注記表【会計上の見積りに関する注記】における不動産賃貸事業の内
容と同一であります。
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現金及び預金 130百万円
販売用不動産 15,792
仕掛販売用不動産 13,719
建物 13,209
構築物 145
土地 34,060
固定資産「その他」（差入保証金） 17

計 77,075

短期借入金 6,609百万円
長期借入金（１年内返済予定分を含む） 75,755
契約負債 54
固定負債「その他」（長期預り金） 28

計 82,447

２. 有形固定資産の減価償却累計額 25,991百万円

３. 有形固定資産の圧縮記帳累計額 221百万円

第一交通サービス㈱ 他子会社 7社 6,934百万円
当社分譲物件購入者（63名） 25

計 6,960

(1) 短期金銭債権 419百万円
(2) 長期金銭債権 11,224百万円
(3) 短期金銭債務 1,296百万円
(4) 長期金銭債務 47百万円

【貸借対照表に関する注記】
１. 担保に供している資産及び担保に係る債務

(1) 担保に供している資産

(2) 担保に係る債務

４. 保証債務
　以下の会社及び当社分譲物件購入者の金融機関からの借入金に対して次のとおり債務保証を行っ
ております。

５. 関係会社に対する金銭債権及び債務
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△4,742百万円

営業取引による取引高
　売上高 2,618百万円
　営業費用 161百万円
営業取引以外の取引高 678百万円

６. 土地再評価
　「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布　法律第34号）及び2001年３月31日
の同法律の改正に基づき、事業用土地の再評価を行い、再評価に係る税金相当額を「再評価に係る
繰延税金負債」として負債の部に計上し、再評価差額から税金相当額を控除した金額を「土地再評
価差額金」として純資産の部に計上しております。
（再評価を行った年月日）　2002年３月31日
（再評価の方法）

　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布　政令第119号）第２条第４号に
定める路線価に合理的な調整を行い算出しております。

（再評価を行った土地の当事業年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額）

【損益計算書に関する注記】
１. 関係会社との取引高
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用途 場所 種類 減損損失(百万円)
タクシー事業 福岡県 リース資産他 383
タクシー事業 愛知県 建物 15
タクシー事業 静岡県 建物及び構築物 5
タクシー事業 新潟県 建物及び土地 15
タクシー事業 茨城県 土地 1
タクシー事業 群馬県 建物 1
不動産賃貸事業 福岡県 建物及び土地 91
不動産賃貸事業 宮崎県 建物及び土地 6
不動産賃貸事業 鹿児島県 建物 7

株 式 の 種 類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

普 通 株 式 5,119千株 4千株 907千株 4,215千株

２. 減損損失
当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

当社は、主に管理会計上の区分に従い、継続的な収支の把握を行っている単位を一つの資産グルー
プとしております。なお、遊休資産については各資産単位を一つの資産グループとしております。

その結果、タクシー事業用資産及び不動産賃貸事業用資産について、帳簿価額を回収可能価額まで
減額し、当該減少額を減損損失(529百万円)として特別損失に計上いたしました。その内訳は建物
115百万円、構築物1百万円、土地28百万円、リース資産371百万円、その他12百万円でありま
す。

なお、当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しております。
回収可能価額を正味売却価額により測定する場合の時価は、土地については路線価等、建物につい

ては備忘価額等としております。なお、重要な資産については、不動産鑑定評価等を基礎として算定
しております。

【株主資本等変動計算書に関する注記】
自己株式の種類及び数

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加4千株は、譲渡制限付株式報酬制度に係る取得による増加
であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の減少907千株は、第三者割当による処分790千株、譲渡制限付
株式報酬制度に係る処分による減少117千株であります。
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種類 会社等の名称
議決権等の所
有(被所有)割
合

関係内容
取引の内容 取引金額

(百万円) 科目 期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社 第一交通サービ
ス㈱

（所有）
直接 100.0％ 2

債務保証、
資金の援助、
役員の兼任

債務保証
（注2） 4,530 － －

資金の貸付、
回収（注1） 891 長期貸付金 8,516

利息の受取
（注1） 204

流動資産
「その他」
（未収入金）

19

子会社 第一ホーム㈱ （所有）
直接 100.0％ 3

債務保証、
資金の援助、
役員の兼任

債務保証
（注2） 1,083 － －

資金の貸付、
回収（注1） 649 長期貸付金 2,380

利息の受取
（注1） 34

流動資産
「その他」
（未収入金）

5

【税効果会計に関する注記】
　繰延税金資産の主な発生原因は、減損損失、販売用不動産評価損及び長期未払金（旧役員退職慰労引
当金）等によるものです。
　繰延税金負債の主な発生原因は、その他有価証券評価差額金等によるものです。
　なお、繰延税金資産については、評価性引当額2,230百万円を控除しております。

【収益認識に関する注記】
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表【収益認識に関する注
記】に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

【関連当事者との取引に関する注記】
　関連当事者との取引
　子会社及び関連会社等

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 第一交通サービス㈱及び第一ホーム㈱に対する資金の貸付については、市場金利を勘案して利

率を合理的に決定しております。なお、担保は受け入れておりません。
(2) 債務保証は、金融機関からの借入金に対するものであります。なお、保証料の受取は行ってお

りません。
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１. １株当たり純資産額 1,035円51銭
２. １株当たり当期純利益 41円53銭

【１株当たり情報に関する注記】

【重要な後発事象に関する注記】
　該当事項はありません。
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